
６
月
27
日
㈮　

９
時
〜
16
時　

森
林
資
料
館
、
森
林
記
念
館
を
一
般
公
開
し
ま
す　
　

詳
細　

北
大
研
究
林　

（
33
）２
１
７
１

暮　

ら　

し

こ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
予
想
し
た
と
き
に
大
雨

警
報
を
発
表
し
ま
す
。
大
雨
警
報
が
発
表
中
で
、

さ
ら
に
土
砂
災
害
の
危
険
度
が
高
ま
っ
て
い
る

場
合
に
、
市
が
行
う
避
難
勧
告
な
ど
の
判
断
や
、

住
民
の
自
主
的
な
避
難
行
動
の
判
断
な
ど
の
参

考
と
な
る
よ
う
、
北
海
道
と
気
象
台
が
共
同
で

土
砂
災
害
警
戒
情
報
を
発
表
し
て
い
ま
す
。
こ

の
情
報
が
発
表
さ
れ
た
ら
、
崖
の
近
く
な
ど
土

砂
災
害
の
発
生
し
や
す
い
地
区
に
お
住
ま
い
の

方
は
、
早
め
の
避
難
（
自
主
避
難
）
を
心
が
け

る
と
と
も
に
、
市
か
ら
発
表
さ
れ
る
避
難
勧
告

な
ど
の
情
報
に
注
意
し
ま
し
ょ
う

□詳
室
蘭
地
方
気
象
台　

０
１
４
３（
22
）４
２

４
９　

市
危
機
管
理
室　

（
32
）６
２
８
０

■
小
・
中
学
校
、
高
校
の
教
科
書

□日
月
〜
金
曜
日
＝
９
時
〜
17
時

□所
教
育
・
福
祉
セ
ン
タ
ー

■
小
・
中
学
校
の
教
科
書

□日
火
〜
日
曜
日
＝
９
時
30
分
〜
20
時
（
６
月
27

日
㈮
を
除
く
）

□所
中
央
図
書
館

　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

※
期
間
以
外
も
教
育
研
究
所
（
教
育
・
福
祉
セ

ン
タ
ー
内
）
で
閲
覧
で
き
ま
す

□詳
学
校
教
育
課　

（
32
）６
７
４
２

■
住
宅
耐
震
・
リ
フ
ォ
ー
ム
支
援
事
業

住
宅
の
耐
震
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
な
ど
の
リ
フ

ォ
ー
ム
資
金
を
金
融
機
関
か
ら
融
資
を
受
け
た

方
へ
、
利
子
の
一
部
を
市
が
補
助
し
ま
す

限
度
額
金
融
機
関
の
融
資
額
650
万
円
（
耐
震
改

修
・
補
強
工
事
を
伴
わ
な
い
場
合
は
500
万
円
）

支
援
方
法
金
融
機
関
と
の
契
約
利
率
の
う
ち
、
市

は
1.5
％
の
利
子
補
給
を
行
い
ま
す

■
既
存
住
宅
耐
震
改
修
事
業

地
震
に
よ
る
木
造
戸
建
住
宅
の
倒
壊
な
ど
の
災

害
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
の
、
耐
震
診
断
や
耐
震

改
修
工
事
費
用
の
一
部
を
市
が
補
助
し
ま
す

上
限
額
診
断
＝
５
万
円
、
改
修
＝
30
万
円

　
　

…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

□詳
建
築
指
導
課　

（
32
）６
５
２
７

□日
６
月
２
日
㈪
〜
10
月
17
日
㈮
（
６
月
２
日
〜

13
日
は
仮
申
請
期
間
）

□対
ま
ち
な
か
に
賃
貸
住
宅
を
新
築
す
る
市
内
の

法
人

補
助
金
額
住
戸
１
戸
当
た
り
100
万
円
（
予
算
３
千

気
象
台
で
は
、
大
雨
に
よ
り
重
大
な
災
害
が
起

防
災
メ
モ 

〜
大
雨
や
土
砂
災
害
へ
の
備
え
〜

賃
貸
住
宅
建
設
補
助
金
の
募
集
に
つ
い
て

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
促
進
事
業

６
月
13
日
〜
７
月
２
日
は
教
科
書
展
示
会

住宅課（市役所４階）　　32-6316申し込み・詳細 

市営住宅の偶数月（６月）募集

申込受付
抽選日・場所 ６月25日㈬　18時30分～　市役所４階会議室

築  年住　　所 間取り 浴室 家賃（円）※1

●いずれも暖房なし（煙突式）、給湯なし（取付可）、プロパンガス　●収入基準
などにより入居できない場合あり　●単身者の申し込みは、❶～❸＝平成26年４
月１日現在で58歳以上の方は可　❹＝不可　●入居者（同居者）が暴力団関係者
の場合は入居申し込み不可　●一般申込者で現在空き待ちの方も申し込み可　●
申し込み多数の場合は抽選で決定（市職員による公開抽選）

沼ノ端中央3丁目8番4-85号
沼ノ端中央3丁目8番4-90号
東開町6丁目1番20-9号
字勇払11番地　公住6-159

❶
❷
❸
❹

3,900～7,800
3,400～6,700
4,600～9,100
6,700～13,200

昭和42年築

昭和44年築
昭和50年築

なし2DK

3DK あり

６月16日㈪～20日㈮に直接または郵送（消印有効）で

※２
※１　家賃は収入によって決定　　※２　❹＝浴槽釜個人購入　

市HPアドレス、市役所の住所、連絡先などは23ページをご覧ください

無料
市民相談

法律相談

夜間心配
ごと相談

と　き
申し込み・詳細内容・会場

市民相談所
（市民活動センター）

22日㈰　９時～12時

行政書士会くらしの
無料相談会
遺言、相続、成年後見人制度
国際結婚・離婚などの相談
市民活動センター

申し込み

申し込み

26日㈭　13時30分～19時

電話で　山崎行政書士事
務所
社会福祉協議会

36-5633
32-7111

定員
申し込み

6月の無料相談

10日㈫　18時～20時

総務省行政相談所
直接会場へ

７人　申し込み順
壬生賢哉
弁護士

27日㈮　９時30分～12時
（１人20分程度）

　　　　　２日㈪から市民活動セ
ンターで内容を話して相談券を受
け取ってください。来られない場
合はご連絡ください

２日㈪　13時～15時

市民自治推進課 32-6152

法律無料相談
大谷和広弁護士による
法律に関する相談
市民活動センター

男女平等参画推進協議会
15日㈰　10時～13時

家庭、離婚、相続、金銭貸借などの
問題 ※直接市民活動センターへ

84-4052市男女平等参画課

市民相談所　　33-2345では、平日の８時45分か
ら17時15分まで心配ごと相談を受け付けています

32-3610

消費生活・多重債務
についての相談
消費者センター（市民活動
センター） 多重債務＝ 32-6119

月～金曜日＝９時～17時　第１・３
土曜日＝10時～15時（日曜日・祝日
を除く。第２・４金曜日は20時まで）
消費生活＝ 33-6510

国の行政全般についての相談
市役所２階　談話室
一日こども相談

申し込み
18日㈬　10時～16時

電話で　室蘭児童相談所
0143-44-4152

32-6369市こども支援課

18歳までの子どもとその家
族に関するあらゆる相談
市役所１階

広　　告

広報とまこまい　平成26(2014)年・6月 14


